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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
放
火
事
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
日
夜
（
現
地
時
間
）
に
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館
事
務
所
で
発
生
し
た
火
災
（
以

下
「
本
件
火
災
」
と
い
う
。
）
に
関
し
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
被
告
人
は
、
同
大
使
館
の
現
金
を
業
務

上
預
か
り
保
管
中
、
合
計
二
十
五
万
八
千
六
百
三
十
七
ド
ル
及
び
二
十
一
万
六
百
コ
ン
ゴ
フ
ラ
ン
を
横
領
し
た
と
の
事
実
に

よ
り
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
に
起
訴
さ
れ
た
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

さ
つ

冨
永
純
正
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
（
以
下
「
冨
永
大
使
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
退
職
金
は
、
冨
永
大

使
が
退
職
す
る
時
点
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
適
切
に
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
大
使
手
当
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
冨
永
大
使
に
は
、
在

外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九

十
三
号
）
に
基
づ
き
、
帰
国
を
命
ぜ
ら
れ
て
在
勤
地
を
出
発
す
る
日
の
前
日
ま
で
、
在
勤
基
本
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。

一



四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
横
領
事
件
に
関
し
、
本
件
火
災
当
時
に
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館

に
お
い
て
出
納
官
吏
で
あ
り
、
か
つ
、
次
席
館
員
で
あ
っ
た
二
木
孝
同
省
大
臣
官
房
文
化
交
流
・
海
外
広
報
課
人
物
交
流
室

課
長
補
佐
に
対
し
て
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
戒
告

の
処
分
を
行
っ
た
。
ま
た
、
同
省
と
し
て
、
同
大
使
館
に
お
い
て
一
定
の
職
責
を
有
す
る
複
数
の
職
員
を
同
省
の
内
規
に
基

づ
き
厳
正
に
処
分
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
官
職
及
び
氏
名
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


